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デ
ジ
タ
ル
技
術
と
公
文
書
管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

南
ス
ー
ダ
ン
へ
の
自
衛
隊
派
遣
に
お
け
る
防
衛
省
に
よ
る
日
報
隠
蔽
問
題
、
森
友
学
園
問
題
に
お
け
る
財
務
省
に
よ
る
公
文

書
の
隠
蔽
・
改
ざ
ん
、
そ
し
て
昨
今
の
内
閣
府
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
主
催
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
破
棄
問
題
な

ど
、
国
民
は
行
政
の
公
文
書
管
理
の
在
り
方
に
対
し
て
、
非
常
に
疑
念
を
抱
い
て
い
る
。 

 

行
政
文
書
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
公
文
書
管
理
法
）
を
軸
に
、
公
文
書
等
の
管
理

に
関
す
る
法
律
施
行
令
や
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
様
々
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
大
部
分

が
各
省
庁
の
文
書
管
理
者
に
運
用
や
管
理
が
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
特
に
保
存
期
間
は
最
長
三
十
年
間
の
設
定
ま
で
可
能
と
な
っ

て
い
る
が
、
同
種
の
行
政
文
書
で
あ
っ
て
も
、
文
書
管
理
者
に
よ
っ
て
保
存
期
間
や
廃
棄
に
対
す
る
対
応
に
差
が
み
ら
れ
る
こ

と
も
多
い
と
考
え
る
。 

 

公
文
書
は
、
公
文
書
管
理
法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知

的
資
源
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
公
文
書
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
く
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

公
文
書
管
理
法
で
管
理
の
対
象
と
な
る
公
文
書
等
は
、
「
行
政
文
書
」
、
「
法
人
文
書
」
、
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と

さ
れ
て
い
る
。
行
政
機
関
に
お
い
て
こ
の
行
政
文
書
は
、
現
用
と
し
て
利
用
さ
れ
た
後
、
一
定
期
間
保
存
さ
れ
、
保
存
期
間
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満
了
前
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
、
永
久
保
存
さ
れ
る
か
、
廃
棄
さ
れ
る
か
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
行
政
文
書
は
、
政

策
決
定
の
根
拠
と
な
る
資
料
か
ら
、
時
の
政
権
の
意
向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
た
文
書
ま
で
、
い
ず
れ
も
非
常
に
重
要
な
文
書

で
あ
り
、
か
つ
国
民
か
ら
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
廃
棄
は
せ
ず
、
い
つ
で
も
情
報
公
開
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
保
存
期
間
を
定
め
ず
、
行
政
文
書
を
廃
棄
す
る
と
い
う
考
え

方
自
体
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

二 

デ
ジ
タ
ル
技
術
が
進
み
、
一
般
的
に
文
書
を
容
易
に
電
子
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
か
つ
電
子
化
コ
ス
ト
が
安

価
に
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
文
書
を
電
子
デ
ー
タ
で
保
存
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政

府
の
公
文
書
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
等
の
状
況
に
つ
い
て
」
（
平
成
三

十
一
年
二
月
内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
）
に
よ
る
と
、
各
行
政
機
関
が
保
有
す
る
全
て
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
千

八
百
七
十
四
万
フ
ァ
イ
ル
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
電
子
デ
ー
タ
で
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す

ぎ
ず
、
九
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
紙
媒
体
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
電
子
デ
ー
タ
で
保
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
書
の
管
理
コ

ス
ト
が
飛
躍
的
に
下
が
り
、
必
要
な
文
書
を
検
索
す
る
利
便
性
も
向
上
し
、
文
書
の
改
ざ
ん
防
止
性
も
高
ま
る
こ
と
か
ら
、

一
刻
も
早
く
全
て
の
行
政
文
書
を
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
永
久
保
存
と
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
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こ
の
考
え
方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

三 
「
行
政
文
書
の
電
子
的
管
理
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
」
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
に

お
い
て
は
、
将
来
的
に
は
文
書
管
理
業
務
の
処
理
の
自
動
化
や
行
政
文
書
の
探
索
・
利
用
を
含
め
、
確
実
か
つ
効
率
的
に
管

理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
本
格
的
な
電
子
的
管
理
を
実
現
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
政
府
全
体

と
し
て
は
、
令
和
八
年
度
を
目
途
と
し
て
本
格
的
な
電
子
的
管
理
に
移
行
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
電
子
化
率
が
わ
ず
か
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
本
当
に
令
和
八
年
度
ま

で
に
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
達
成
で
き
る
の
か
疑
義
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
政
府
と
し
て
、
行
政
文
書
の
電
子
化
率
一
〇

〇
パ
ー
セ
ン
ト
達
成
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
描
い
て
い
る
の
か
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、
政
府
と
し
て
必
ず
令
和
八
年
度
ま
で
に
行
政
文
書
の
電
子
化
率
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
達
成
す
る
と
い
う
意
気
込
み
が

あ
る
の
か
見
解
を
伺
い
た
い
。 

四 

令
和
元
年
十
二
月
二
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
主
催
の
「
桜
を
見
る

会
」
の
招
待
者
名
簿
の
デ
ー
タ
管
理
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
バ
上
で
デ
ー
タ
を
管
理
す
る
「
シ
ン
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
方
式
」
を
用

い
て
い
る
こ
と
を
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ン
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
方
式
に
よ
る
デ
ー
タ
管
理
で
あ
れ
ば
、
仮
に
サ
ー
バ
側
の
名
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簿
デ
ー
タ
を
削
除
し
た
と
し
て
も
、
削
除
し
た
日
付
と
作
業
者
の
ロ
グ
が
サ
ー
バ
上
に
残
る
の
で
、
調
査
す
れ
ば
い
つ
誰
が

削
除
し
た
の
か
す
ぐ
に
判
明
す
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
政
府
と
し
て
い
つ
、
誰
が
名
簿
の
削
除
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
の
調

査
を
行
い
、
当
該
調
査
結
果
を
公
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
が
如
何
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

五 

南
ス
ー
ダ
ン
へ
の
自
衛
隊
派
遣
に
お
け
る
防
衛
省
に
よ
る
日
報
隠
蔽
が
行
わ
れ
た
際
の
公
文
書
デ
ー
タ
及
び
森
友
学
園
問

題
に
お
け
る
財
務
省
に
よ
る
公
文
書
隠
蔽
・
改
ざ
ん
が
行
わ
れ
た
際
の
行
政
文
書
デ
ー
タ
は
、
シ
ン
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
方
式
に

よ
り
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
ご
回
答
を
頂
き
た
い
。 

六 

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
北
村
道
夫
氏
が
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
 

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
任
務
は
「
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
及
び
安
全
の
確
保
を
図
る
」
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
部
隊
の
日
報
に
つ
い

て
、
廃
棄
し
た
と
し
て
い
な
が
ら
実
は
保
管
を
し
て
い
た
問
題
は
、
当
時
の
稲
田
朋
美
防
衛
大
臣
の
辞
任
に
ま
で
つ
な
が
っ

た
大
変
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。 

 
 

そ
の
時
、
防
衛
監
察
本
部
が
行
っ
た
「
特
別
防
衛
監
察
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
日
報
」
を
陸
上
自
衛
隊
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が
隠
蔽
し
た
の
か
、
こ
の
隠
蔽
に
大
臣
が
関
与
し
て
い
た
の
か
、
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
大
変
重
要
な
調
査
で
あ
り
、
国
民

の
関
心
も
高
い
事
案
だ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
は
非
常
に
曖
昧
な
、
「
防
衛
大
臣
に
対
し
、
陸
自
に
お
け
る
日
報
の
取
扱
い

な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
の
や
り
取
り
の
中
で
、
陸
自
に
お
け
る
日
報
デ
ー
タ
の
存
在

に
つ
い
て
何
ら
か
の
発
言
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
陸
自
に
お
け
る
日
報
デ
ー
タ
の
存
在
を
示
す
書
面

を
用
い
た
報
告
が
な
さ
れ
た
事
実
や
、
非
公
表
の
了
承
を
求
め
る
報
告
が
な
さ
れ
た
事
実
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
、
疑
惑

が
晴
れ
る
こ
と
が
な
い
監
察
結
果
だ
っ
た
。 

 
 

こ
の
時
の
防
衛
監
察
本
部
の
ト
ッ
プ
を
務
め
て
い
た
の
が
、
北
村
氏
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
事
例
か
ら
分
か
る
と
お
り
、
公
文
書
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
容
を
明
ら

か
に
で
き
な
か
っ
た
北
村
氏
を
、
国
内
で
初
め
て
と
な
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
導
入
の
要
と
な
る
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
長
と

し
て
選
任
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
り
、
委
員
長
の
人
選
を
見
直
す
べ
き
と
考
え
る
が
如
何
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


